
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     ７９ 

      2018.5.23 

昨年行われた松山地方法務局・愛媛県人権擁護委員連合会主催の「第 37回全国中学

生人権作文コンテスト」愛媛県大会では、聴覚障がいを扱った作品が５編入賞しまし

た。 

そのうち、愛媛県人権擁護委員連合会長賞を受賞した「心のバリアフリー」の今治市

立立花中学校１年の松川心優さんと愛媛県教育委員会教育長賞を受賞した「障がいも

違いの一つ」の東温市立川内中学校１年の渡部楓子さんの作品は、平成 29 年 12 月９

日の愛媛新聞に掲載されたので、お読みになった方もいらっしゃると思います。松川

さんは本校幼稚部の卒業生で、渡部さんの作品には本校の訪問支援での出来事が記さ

れています。 

今回は、その２編とは別に、愛媛県人権擁護委員連合会子ども人権委員会委員長賞

を受賞した西条市立小松中学校１年の村上穂高さんの作品である「僕が手話を覚えよ

うと思ったわけ」を紹介いたします。 

※ 作文の掲載にあたっては、松山地方法務局人権擁護課より転載の許可をいただいています。 

優秀賞 【愛媛県人権擁護委員連合会 子ども人権委員会委員長賞】 

      僕が手話を覚えようと思ったわけ   西条市立小松中学校 一年 村上 穂高  

  

僕のいとこのＫ君は生まれつき両耳が難聴で、人工内耳を使わないと何も聞こえな

い。今、六歳だけれど、まだ上手にしゃべれない。 

Ｋ君が三歳くらいの頃、僕の家にＫ君一家が遊びに来た時のことだ。晩御飯の後、

僕と姉、両親、Ｋ君のお母さんの六人で一緒にトランプをした。当時、僕の両親と姉

は手話を覚えて、少しでもＫ君とお話をしようとしていたが、僕はわざわざ手話を覚

えようとは思ってもいなかった。実際、そのトランプの時にも特に手話を使うことは

なく、みんなでなんとなく、ワイワイと楽しく遊ぶことができた。 

その後、僕とＫ君は二階に上がった。Ｋ君は僕の部屋に入ると、本棚から一冊の本

を持ってきてそっと僕の前に差し出した。『迷路の本』だ。Ｋ君のお気に入りで、僕の

部屋に来ると、いつもその本を読む。僕は二人の間にその本を置いて、先に指でたど

った。Ｋ君も僕の真似をした。二、三回繰り返すと、Ｋ君は一人で迷路をたどり始め

た。僕はＫ君の横から見守り、Ｋ君が行き詰まった時には、そっと指さして手伝っ

た。 

あるページで、Ｋ君がふと笑顔になった。僕が「おもしろい？」と聞くと、彼は僕

の目をまっすぐに見つめてうなずいた。楽しい時間が終わり、Ｋ君一家を見送った

後、リビングにいた僕のそばに母が近づいてきて、「穂高も手話を覚えたらどう？穂高

だけ、Ｋ君としゃべってないでしょ？」と言った。「覚えるのに時間がかかるし、わか 
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りにくいからいいよ。人工内耳を使えば、お話できるからいいでしょ？」と僕は返し

た。でも、母は「それではいかんのよ。」と答えた。どうしてだめなのだろう。なんと

なく気になって、それからの数日、僕はいろいろ考えたが、結局は答えを出せないま

ま、考えるのをやめた。 

それからも、Ｋ君が来るたびに、母達はＫ君と手話で話した。僕はやっぱりその様

子を眺めるだけだったが、何度も見ているうちに自然に、果物や「これが好きです

か？」などという問いかけの手話を少しだけ覚え、使えるようになった。Ｋ君もどん

どん手話が上手にできるようになった。 

  時々、僕達は二人で本を読んだ。あいかわらず『迷路の本』がお気に入りだ。ある

時、Ｋ君が僕に手話で何かを語りかけてきた。僕にはその手話の意味がよく分からな

かったので、何度か「なに？」と手話で返したが、何度繰り返してもらってもよくわ

からなかった。結局、わかったふりをしてうなずくことしか僕には出来なかった。 

Ｋ君の言いたいことがわからない。僕にはそれが少し悲しかった。あの時の母の

「それではいかんのよ。」という言葉の意味が少しだけ分かったような気がした。その

日から、僕は母に教えてもらいながら、少しずつ手話を覚えていった。今では自分の

名前ぐらいはできるようになった。 

これが、僕が手話を覚えようと思ったわけだ。 

そして、僕は中学生になった。僕の中学校では「総合的な学習の時間」にいくつか

の講座に分かれていろいろなことを学習する。僕は福祉の講座に入り、学校の近くの

デイサービスに福祉訪問に行くことになった。偶然だが、そこは母の職場だった。   

初めての訪問の時、僕達は各自で自己紹介をした。その観客の中に、僕は母の姿を

見つけた。母は高齢者の方に、僕達の自己紹介の内容を大きな声とジェスチャーで説

明していた。笑顔でその説明を聞いている高齢者の方達の様子を見て、僕ははっとし

た。 

手話は耳が聞こえない人達だけのものではない。耳が不自由な他の人にも、伝えた

いことをより分かりやすくする補助的な役割もあるのだ。 

最近になって、僕はやっと母にあの日の言葉の意味を聞くことができた。母は語っ

た。 

「どうしたって、私達、親は先に逝ってしまうでしょ？だから、あなた達が大人にな

り、周りに手話のできる人がいなくても、せめて穂高にだけはＫ君の思いに寄り添っ

てあげてほしかったんよ。手話は言葉のもっと奥深くの心にある思いを表現できるか 

ら。」と。  

人工内耳を使えば、僕達の言っていることはＫ君に伝わるのかもしれない。でも、

Ｋ君の言いたいことは、手話を知らなければ、きちんと受け止めることはできない。

伝え合う道具は口だけではない。手話もまた、僕達の心を伝え合う立派な道具なの

だ。相手の伝えたいことをわかってあげたい。そして、聞かれたことに応えてあげた

い。そう思えば、口ではなくても思いは通じる。 

  手話は「伝えたい」「受け止めたい」と思う僕達の距離を少しだけ縮めてくれた。今

はまだたいしたことはできないが、もっともっと手話を覚え、今よりももっとＫ君や

たくさんの人とお話をし、その心に寄り添える人になりたい。僕はそう思う。 

うしてだめなのだろう。なんとなく気になって、それか らの数日、僕はいろいろ考えたが、結局は

答えを出せない まま、考えるのをやめた。  それからも、Ｋ 君が来るたびに、母達はＫ 君と手話

で話 
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大会テーマ 「聴覚障害児教育とダイバーシティ」  
会   期：   ２０１８年８月４日（土）～５日（日） 
会   場：   大阪教育大学ミレニアムホール（大阪教育大学天王寺キャンパス 中央館１F） 

〒５４３－００５４  大阪市天王寺区南河堀町４－８８ 
Tel：０６－６７７５－６６１１ 

主   催：  ろう教育科学会 
後   援：  大阪府教育委員会 大阪市教育委員会 堺市教育委員会（予定） 
参 加 費：  事前申込    会員 6,000 円  非会員 7,000 円  学生 3,000 円 
             当日参加    会員 6,500 円  非会員 7,500 円  学生 3,500 円 
 
※ 詳細は、ろう教育科学会ホームページ（http://www.normanet.ne.jp/~rokyoiku/index.html） 
をご覧ください 
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聞こえる人なら電話で問い合わせるような場合でも、手話
を使う聴覚障がい者は直接行かなければなりませんでした。
これからは、このシステムを利用すれば、聞こえる人と同じ
ような便利さを享受することができそうです。 

平成 30年５月２日付 愛媛新聞９面 愛媛新聞社提供 

掲載許可番号  Ｄ２０１８０５１０－００６ 

編集後記 今回は、昨年度の人権作文コンテストの作品を紹介しました。入選作品

は、愛媛県人権啓発活動ネットワーク協議会のホームページでも見ることができます。URL は、

http://www.moj.go.jp/jinkennet/ehime/ehime_index.html です。また、３ページのろう教育

科学会の大会テーマにある「ダイバーシティ」とは、多様性という意味だそうです。 

新聞の記事より ２ 

 
日  時：   ２０１８年８月２５日（土） １２：３０ ～ １６：００ 
会   場：   有楽町朝日ホール（有楽町マリオン 11 階） 

〒１００－０００６ 東京都千代田区有楽町２丁目５－１ 
主  催：   全日本ろうあ連盟、朝日新聞厚生文化事業団、朝日新聞社 
 
出場者募集に関して： 
対  象：   手話と音声を同時に使ったスピーチができる高校生。 
テ ー マ：   「手話と共に生きる社会」「私が歩む道」のいずれか。 
申し込み：   弁論原稿（1200 字以上 1600 字以内、縦書き 400 字詰原稿用紙 4 枚以内、 

学校名・名前・演題を明記）及び学校長の推薦書が必要 
 審  査：   第 1 次、第 2 次審査を経てコンテスト出場者 10 人を決定。スピーチは手話と 

          音声による 4 分以上 6 分以内で。 
  締め切り：   2018 年 6 月 4 日（月）必着 

問い合わせ・申し込み先： 〒104-8011 東京都中央区築地 5-3-2 
朝日新聞厚生文化事業団「手話スピーチコンテスト」係 
TEL.03-5540-7446 FAX.03-5565-1643 
E-mail：speech@asahi-welfare.or.jp 

 
※ 出場者には旅費を支給。また宿泊が必要な方には主催者が宿舎を手配。 

http://www.moj.go.jp/jinkennet/ehime/ehime_index.html

